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平成３０年６月１３日 

キリンシティ株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について

消費者庁は、本日、キリンシティ株式会社に対し、同社が供給する料理に係る表示に

ついて、景品表示法に違反する行為（同法第５条第１号（優良誤認）に該当）が認めら

れたことから、同法第７条第１項の規定に基づく措置命令（別添参照）を行いました。

１ 違反行為者の概要 

名 称 キリンシティ株式会社（法人番号 1010501027036）

所 在 地 東京都中野区中野四丁目１０番２号中野セントラルパークサウス 

代 表 者 代表取締役 江田 雄太 

設立年月 昭和５８年５月 

資 本 金 １億円（平成３０年６月現在） 

２ 措置命令の概要 

(1) 対象料理

別表「料理名」欄記載の２５料理（以下「本件２５料理」という。） 

(2) 対象表示

ア 表示の概要

(ｱ) 表示媒体

別表「表示媒体」欄記載の表示媒体 

(ｲ) 表示期間

別表「表示期間」欄記載の期間 

(ｳ) 表示内容（別添写し１－１～別添写し６） 

例えば、「赤・黒ハーフ＆ハーフ（大盛りを含む。）」と称する料理について、平

成２７年１月１３日から平成２８年６月７日までの間、ランチメニューにおいて、

「コク深い味わいの黒。」、「新一番搾りスタウト（黒生）を使用し、さらにコク深

く、スパイシーな味わいに生まれ変わった黒ビールカリー。」及び「赤・黒ハーフ

＆ハーフ ￥８７０（大盛り￥９７０）」と記載するなど、本件２５料理について、

それぞれ、別表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒

体において、同表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、

本件２５料理に黒ビールを使用しているかのように示す表示をしていた。 

イ 実際

本件２５料理について、それぞれ、別表「表示期間」欄記載の期間において、黒

ビールを使用していなかった。 

(3) 命令の概要

ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、本件２５料理の内容について、

それぞれ、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであ
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り、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。 

イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 

ウ 今後、同様の表示を行わないこと。 

 

【本件に対する問合せ先】 

消費者庁表示対策課 

電  話：０３（３５０７）９２３３ 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.caa.go.jp/ 
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別表 

番号 料理名 表示期間 表示媒体 表示内容 

１ 赤・黒ハーフ＆

ハーフ（大盛り

を含む。） 

平成２７年１月１

３日から平成２８

年６月７日までの

間 

 

ランチメ

ニュー 

 

 「コク深い味わいの黒。」及

び「新一番搾りスタウト（黒

生）を使用し、さらにコク深

く、スパイシーな味わいに生

まれ変わった黒ビールカリ

ー。」と記載。 

 「赤・黒ハーフ＆ハーフ

￥８７０(大盛り￥９７０)」

と記載。 

（別添写し１－１） 

平成２８年６月８

日から平成２９年

９月２５日までの

間 

 

 「コク深い味わいの黒、野

菜感じる旨味の赤。」及び「一

番搾りスタウト（黒生）を使

用し、コク深く、スパイシー

な味わいの黒ビールカリー。」

と記載。 

 「赤・黒ハーフ＆ハーフ

￥８７０(Ⓛ大盛り￥９７

０)」と記載。 

（別添写し１－２） 

平成２７年１月１

３日から平成２９

年９月２５日まで

の間 

自社ウェ

ブサイト 

 

 「コク深い味わいの黒」及

び「一番搾りスタウト（黒生）

を使用し、コク深く、スパイ

シーな味わいの黒ビールカリ

ー。」と記載。 

「赤・黒ハーフ＆ハーフ

￥８７０ 大盛り ￥９７

０」と記載。 

（別添写し１－３） 

２ 赤・黒ハーフ＆

ハーフ サラダ

付（大盛りを含

む。） 

平成２７年１月１

３日から同年９月

２日までの間及び

平成２８年３月１

６日から同年６月

７日までの間 

ランチメ

ニュー 

 

 「コク深い味わいの黒。」及

び「新一番搾りスタウト（黒

生）を使用し、さらにコク深

く、スパイシーな味わいに生

まれ変わった黒ビールカリ

ー。」と記載。 

 「赤・黒ハーフ＆ハーフ

￥９６０(大盛り￥１，０６

０)サラダ付」と記載。 

（別添写し２－１） 

平成２８年６月８

日から平成２９年

 「コク深い味わいの黒、野

菜感じる旨味の赤。」及び「一
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番号 料理名 表示期間 表示媒体 表示内容 

９月２５日までの

間 

番搾りスタウト（黒生）を使

用し、コク深く、スパイシー

な味わいの黒ビールカリー。」

と記載。 

 「赤・黒ハーフ＆ハーフ サ

ラダ付￥９６０(Ⓛ大盛り

￥１，０６０)」と記載。 

（別添写し２－２） 

３ 赤・黒ハーフ＆

ハーフ スープ

付（大盛りを含

む。） 

平成２７年１月１

３日から平成２８

年６月７日までの

間 

ランチメ

ニュー 

 

 「コク深い味わいの黒。」及

び「新一番搾りスタウト（黒

生）を使用し、さらにコク深

く、スパイシーな味わいに生

まれ変わった黒ビールカリ

ー。」と記載。 

 「赤・黒ハーフ＆ハーフ

￥９６０(大盛り￥１，０６

０)スープ付」と記載。 

（別添写し３－１） 

平成２８年６月８

日から平成２９年

９月２５日までの

間 

 「コク深い味わいの黒、野

菜感じる旨味の赤。」及び「一

番搾りスタウト（黒生）を使

用し、コク深く、スパイシー

な味わいの黒ビールカリー。」

と記載。 

 「赤・黒ハーフ＆ハーフ ス

ープ付￥９６０(Ⓛ大盛り

￥１，０６０)」と記載。 

（別添写し３－２） 

４ 赤・黒ハーフ＆

ハーフ（サラダ

ビ ュ ッ フ ェ 付

き）（大盛りを含

む。） 

平成２９年１月２

５日から同年９月

２５日までの間 

ランチメ

ニュー 

 「赤・黒ハーフ＆ハーフ 黒

ビールカリーと赤ワインハヤ

シが半々で楽しめる人気メニ

ュー ￥１，１８０(Ⓛ大盛り

￥１，２８０)」と記載。 

（別添写し４－２） 

５ “こがね鶏”の

チキンカツカリ

ー（大盛りを含

む。） 

平成２７年１月１

３日から平成２８

年６月７日までの

間 

 

ランチメ

ニュー 

 

 「コク深い味わいの黒。」及

び「新一番搾りスタウト（黒

生）を使用し、さらにコク深

く、スパイシーな味わいに生

まれ変わった黒ビールカリ

ー。」と記載。 

 「“こがね鶏”のチキンカツ

カリー ￥９７０(大盛り
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番号 料理名 表示期間 表示媒体 表示内容 

￥１，０７０)」と記載。 

（別添写し１－１） 

平成２８年６月８

日から平成２９年

９月２５日までの

間 

 

 「コク深い味わいの黒、野

菜感じる旨味の赤。」及び「一

番搾りスタウト（黒生）を使

用し、コク深く、スパイシー

な味わいの黒ビールカリー。」

と記載。 

 「“こがね鶏”のチキンカツ

カリー ￥９７０(Ⓛ大盛り

￥１，０７０)」と記載。 

（別添写し１－２） 

６  “こがね鶏”の

チキンカツカリ

ー  サ ラ ダ 付

（ 大 盛 り を 含

む。） 

平成２７年１月１

３日から同年９月

２日までの間 

ランチメ

ニュー 

 

 「コク深い味わいの黒。」及

び「新一番搾りスタウト（黒

生）を使用し、さらにコク深

く、スパイシーな味わいに生

まれ変わった黒ビールカリ

ー。」と記載。 

 「“こがね鶏”のチキンカツ

カリー ￥１，０６０(大盛り

￥１，１６０)サラダ付」と記

載。 

（別添写し２－１） 

平成２８年６月８

日から平成２９年

９月２５日までの

間 

 「コク深い味わいの黒、野

菜感じる旨味の赤。」及び「一

番搾りスタウト（黒生）を使

用し、コク深く、スパイシー

な味わいの黒ビールカリー。」

と記載。 

 「“こがね鶏”のチキンカツ

カリー サラダ付￥１，０６

０(Ⓛ大盛り￥１，１６０)」

と記載。 

（別添写し２－２） 

７  “こがね鶏”の

チキンカツカリ

ー  ス ー プ 付

（ 大 盛 り を 含

む。） 

平成２７年１月１

３日から平成２８

年６月７日までの

間 

 

ランチメ

ニュー 

 「コク深い味わいの黒。」及

び「新一番搾りスタウト（黒

生）を使用し、さらにコク深

く、スパイシーな味わいに生

まれ変わった黒ビールカリ

ー。」と記載。 

 「“こがね鶏”のチキンカツ

カリー ￥１，０６０(大盛り
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番号 料理名 表示期間 表示媒体 表示内容 

￥１，１６０)スープ付」と記

載。 

（別添写し３－１） 

平成２８年６月８

日から平成２９年

１月２４日までの

間及び同年６月２

４日から同年９月

２５日までの間 

 「コク深い味わいの黒、野

菜感じる旨味の赤。」及び「一

番搾りスタウト（黒生）を使

用し、コク深く、スパイシー

な味わいの黒ビールカリー。」

と記載。 

 「“こがね鶏”のチキンカツ

カリー スープ付￥１，０６

０(Ⓛ大盛り￥１，１６０)」

と記載。 

（別添写し３－２） 

８ 黒ビールカリー

（ 大 盛 り を 含

む。） 

平成２７年１月１

３日から平成２８

年６月７日までの

間 

 

ランチメ

ニュー 

 

 「コク深い味わいの黒。」及

び「新一番搾りスタウト（黒

生）を使用し、さらにコク深

く、スパイシーな味わいに生

まれ変わった黒ビールカリ

ー。」と記載。 

 「一番搾りスタウト使用」

及び「黒ビールカリー ￥８

７０(大盛り￥９７０)」と記

載。 

（別添写し１－１） 

平成２８年６月８

日から平成２９年

９月２５日までの

間 

 

「コク深い味わいの黒、野

菜感じる旨味の赤。」及び「一

番搾りスタウト（黒生）を使

用し、コク深く、スパイシー

な味わいの黒ビールカリー。」

と記載。 

 「◎一番搾りスタウト使用」

及び「黒ビールカリー ￥８

７０(Ⓛ大盛り￥９７０)」と

記載。 

（別添写し１－２） 

平成２７年１月１

３日から平成２９

年９月２５日まで

の間 

自社ウェ

ブサイト 

 

 「コク深い味わいの黒」及

び「一番搾りスタウト（黒生）

を使用し、コク深く、スパイ

シーな味わいの黒ビールカリ

ー。」と記載。 

「黒ビールカリー（一番搾
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番号 料理名 表示期間 表示媒体 表示内容 

りスタウト使用） ￥８７０

大盛り ￥９７０」と記載。

（別添写し１－３） 

平成２８年１月２

９日から同年２月

５日までの間 

チラシ 

 

 「黒ビールカリー５００

円！！」、「一番搾りスタウト

使用」及び「一番搾りスタウ

ト〈黒生〉を使用し、コク深

くスパイシーな味わいの黒ビ

ールカリー！ビアレストラン

ならではのひと皿を味わって

いただきたく、この度５００

円でご用意いたします！（平

日２０食限定）この機会にぜ

ひ一度お試しください！！」

と記載。 

（別添写し１－４） 

９ 黒ビールカリー 

サラダ付（大盛

りを含む。） 

平成２７年１月１

３日から同年９月

２日までの間及び

平成２８年３月１

６日から同年６月

７日までの間 

ランチメ

ニュー 

 

 「コク深い味わいの黒。」及

び「新一番搾りスタウト（黒

生）を使用し、さらにコク深

く、スパイシーな味わいに生

まれ変わった黒ビールカリ

ー。」と記載。 

 「一番搾りスタウト使用」

及び「黒ビールカリー ￥９

６０(大盛り￥１，０６０)サ

ラダ付」と記載。 

（別添写し２－１） 

平成２８年６月８

日から平成２９年

９月２５日までの

間 

「コク深い味わいの黒、野

菜感じる旨味の赤。」及び「一

番搾りスタウト（黒生）を使

用し、コク深く、スパイシー

な味わいの黒ビールカリー。」

と記載。 

 「◎一番搾りスタウト使用」

及び「黒ビールカリー サラ

ダ付￥９６０(Ⓛ大盛り￥１，

０６０)」と記載。 

（別添写し２－２） 

１０ 黒ビールカリー 

スープ付（大盛

りを含む。） 

平成２７年１月１

３日から平成２８

年６月７日までの

間 

ランチメ

ニュー 

 

 「コク深い味わいの黒。」及

び「新一番搾りスタウト（黒

生）を使用し、さらにコク深

く、スパイシーな味わいに生
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番号 料理名 表示期間 表示媒体 表示内容 

まれ変わった黒ビールカリ

ー。」と記載。 

 「一番搾りスタウト使用」

及び「黒ビールカリー ￥９

６０(大盛り￥１，０６０)ス

ープ付」と記載。 

（別添写し３－１） 

平成２８年６月８

日から平成２９年

９月２５日までの

間 

「コク深い味わいの黒、野

菜感じる旨味の赤。」及び「一

番搾りスタウト（黒生）を使

用し、コク深く、スパイシー

な味わいの黒ビールカリー。」

と記載。 

 「◎一番搾りスタウト使用」

及び「黒ビールカリー スー

プ付￥９６０(Ⓛ大盛り￥１，

０６０)」と記載。 

（別添写し３－２） 

１１ 黒ビールカリー

（サラダビュッ

フェ付き） 

平成２７年１月１

３日から平成２９

年１月２４日まで

の間 

ランチメ

ニュー 

 

「黒ビールカリー ￥１，

２８０」と記載。 

（別添写し４－１） 

１２ ビアレストラン

の黒ビールカリ

ー（サラダビュ

ッフェ付き）（大

盛りを含む。） 

平成２９年１月２

５日から同年９月

２５日までの間 

ランチメ

ニュー 

 

「ビアレストランの黒ビー

ルカリー 黒ビールでコトコ

ト煮込んだコク深いビーフカ

リー。ビアレストランならで

はの味わい！ ￥１，１８０

(Ⓛ大盛り￥１，２８０)」と

記載。 

（別添写し４－２） 

平成２９年１月２

５日から同年９月

２５日までの間 

ポスター 

 

 「ビアレストランの黒ビー

ルカリー ￥１，１８０」と

記載。 

（別添写し４－３） 

１３ １０種野菜の黒

ビ ー ル カ リ ー

（ 大 盛 り を 含

む。） 

平成２７年１月１

３日から平成２８

年６月７日までの

間 

 

ランチメ

ニュー 

 

 「コク深い味わいの黒。」及

び「新一番搾りスタウト（黒

生）を使用し、さらにコク深

く、スパイシーな味わいに生

まれ変わった黒ビールカリ

ー。」と記載。 

 「１０種野菜の黒ビールカ

リー ￥９７０(大盛り￥１，
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番号 料理名 表示期間 表示媒体 表示内容 

０７０)」と記載。 

（別添写し１－１） 

平成２８年６月８

日から平成２９年

９月２５日までの

間 

 

 「コク深い味わいの黒、野

菜感じる旨味の赤。」及び「一

番搾りスタウト（黒生）を使

用し、コク深く、スパイシー

な味わいの黒ビールカリー。」

と記載。 

 「１０種野菜の黒ビールカ

リー ￥９７０(Ⓛ大盛り

￥１，０７０)」と記載。 

（別添写し１－２） 

１４ １０種野菜の黒

ビ ー ル カ リ ー 

サラダ付（大盛

りを含む。） 

平成２７年１月１

３日から同年９月

２日までの間及び

平成２８年３月１

６日から同年６月

７日までの間 

ランチメ

ニュー 

 

 「コク深い味わいの黒。」及

び「新一番搾りスタウト（黒

生）を使用し、さらにコク深

く、スパイシーな味わいに生

まれ変わった黒ビールカリ

ー。」と記載。 

 「１０種野菜の黒ビールカ

リー ￥１，０６０(大盛り

￥１，１６０)サラダ付」と記

載。 

（別添写し２－１） 

平成２８年６月８

日から平成２９年

７月２５日までの

間 

 「コク深い味わいの黒、野

菜感じる旨味の赤。」及び「一

番搾りスタウト（黒生）を使

用し、コク深く、スパイシー

な味わいの黒ビールカリー。」

と記載。 

 「１０種野菜の黒ビールカ

リー サラダ付￥１，０６０

(Ⓛ大盛り￥１，１６０)」と

記載。 

（別添写し２－２） 

１５ １０種野菜の黒

ビ ー ル カ リ ー 

スープ付（大盛

りを含む。） 

平成２７年１月１

３日から平成２８

年６月７日までの

間 

ランチメ

ニュー 

 

 「コク深い味わいの黒。」及

び「新一番搾りスタウト（黒

生）を使用し、さらにコク深

く、スパイシーな味わいに生

まれ変わった黒ビールカリ

ー。」と記載。 

 「１０種野菜の黒ビールカ

リー ￥１，０６０(大盛り
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番号 料理名 表示期間 表示媒体 表示内容 

￥１，１６０)スープ付」と記

載。 

（別添写し３－１） 

平成２９年１月２

５日から同年７月

２５日までの間 

 「コク深い味わいの黒、野

菜感じる旨味の赤。」及び「一

番搾りスタウト（黒生）を使

用し、コク深く、スパイシー

な味わいの黒ビールカリー。」

と記載。 

 「１０種野菜の黒ビールカ

リー スープ付￥１，０６０

(Ⓛ大盛り￥１，１６０)」と

記載。 

（別添写し３－２） 

１６ オム黒ビールカ

リー（大盛りを

含む。） 

平成２７年１月１

３日から平成２８

年６月７日までの

間 

ランチメ

ニュー 

 

「オム黒ビールカリー

￥９４０(大盛り￥１，０９

０)」と記載。 

（別添写し１－１） 

平成２８年６月８

日から平成２９年

９月２５日までの

間 

「オム黒ビールカリー

￥９４０(Ⓛ大盛り￥１，１４

０)」と記載。 

（別添写し１－２） 

１７ オム黒ビールカ

リー サラダ付

（ 大 盛 り を 含

む。） 

平成２９年１月２

５日から同年９月

２５日までの間 

ランチメ

ニュー 

 

「オム黒ビールカリー サ

ラダ付￥１，０３０(Ⓛ大盛り

￥１，２３０)」と記載。 

（別添写し２－２） 

１８ オム黒ビールカ

リー（サラダビ

ュッフェ付き） 

平成２８年３月３

日から平成２９年

１月２４日までの

間 

ランチメ

ニュー 

 

「オム黒ビールカリー

￥１，３５０」と記載。 

（別添写し４－１） 

１９ 黒ビールカリー

の オ ム ラ イ ス

（サラダビュッ

フェ付き）（大盛

りを含む。） 

平成２９年１月２

５日から同年９月

２５日までの間 

ランチメ

ニュー 

 

「黒ビールカリーのオムラ

イス トロトロ卵のオムライ

スと、ビアレストランの黒ビ

ールカリーがコラボレーショ

ン！ ￥１，２８０(Ⓛ大盛り

￥１，４８０)」と記載。 

（別添写し４－２） 

２０ 黒ビールカリー

ピザ 

平成２９年１月２

５日から同年９月

２５日までの間 

ランチメ

ニュー 

 

 「黒ビールカリーピザ

￥８８０」と記載。 

（別添写し１－２） 

２１ スパイス香る黒

ビール仕込みの

平成２９年１月１

０日から同年３月

高田馬場

店個店メ

「スパイス香る黒ビール仕

込みの牛スジドライカレー
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番号 料理名 表示期間 表示媒体 表示内容 

牛スジドライカ

レー 単品 

３１日までの間 ニュー 

 

単品８８０円」と記載。 

（別添写し５） 

２２ スパイス香る黒

ビール仕込みの

牛スジドライカ

レー ご馳走ビ

ールセット 

平成２９年１月１

０日から同年３月

３１日までの間 

高田馬場

店個店メ

ニュー 

 

「スパイス香る黒ビール仕

込みの牛スジドライカレー

ご馳走ビールセット１，３０

０円」と記載。 

（別添写し５） 

２３ スパイス香る黒

ビール仕込みの

牛スジドライカ

レー メガご馳

走ビールセット 

平成２９年１月１

０日から同年３月

３１日までの間 

高田馬場

店個店メ

ニュー 

 

「スパイス香る黒ビール仕

込みの牛スジドライカレー

メガご馳走ビールセット１，

８００円」と記載。 

（別添写し５） 

２４ 黒ビールカリー

のドリア 

平成２７年２月４

日から同年４月７

日までの間 

ランチメ

ニュー 

 

「黒ビールカリーのドリア

￥８６０」と記載。 

（別添写し１－１） 

２５ ごろごろ野菜の

黒カリーココッ

ト 

平成２７年３月１

８日から同年９月

１５日までの間 

グランド

メニュー 

 

「ごろごろ野菜の黒カリー

ココット ￥７３０ 一番搾

りスタウト使用、黒ビールカ

リーが引きだす野菜の甘味、

バゲットとぜひ！」と記載。

（別添写し６） 
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別添写し１－１ 
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別添写し１－２ 
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別添写し１－３ 
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別添写し２－１ 
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別添写し２－２ 
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別添写し３－１ 
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別添写し３－２ 
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別添写し４－１ 
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別添写し４－２ 
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別添写し４－３ 
 



 
 
 

23 
 

別添写し５ 
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別添写し６ 
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（参考１）

○ 不当景品類及び不当表示防止法（抜粋） 
（昭和三十七年法律第百三十四号） 

 

 （目的） 

第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の

誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのあ

る行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを

目的とする。 

 

 （不当な表示の禁止） 

第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに

該当する表示をしてはならない。 

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のもの

よりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似

の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると

示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択

を阻害するおそれがあると認められるもの 

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種

若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の

相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘

引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められ

るもの 

三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者

に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自

主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの 

 

 （措置命令） 

第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反

する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び

行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要

な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合に

おいても、次に掲げる者に対し、することができる。 

一 当該違反行為をした事業者 

二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅

したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 

三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当

該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 

四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受け

た事業者 

２ （省略） 

 

 （報告の徴収及び立入検査等）  

第二十九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は前条
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第一項の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはそ

の者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告

をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若

しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を

行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる

ことができる。  

２～３ （省略） 

 

 （権限の委任等） 

第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を消費

者庁長官に委任する。 

２～１１ （省略） 

 

 

 

○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令（抜粋） 
（平成二十一年政令第二百十八号） 

 

 （消費者庁長官に委任されない権限）  

第十四条 法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三

条第一項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及び第二項、第四条、

第五条第三号、第六条第一項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及

び第二項、第二十六条第二項並びに同条第三項及び第四項（これらの規定を同条第五項

において準用する場合を含む。）の規定による権限とする。 
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景品表示法による表示規制の概要 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（参考２） 

景
品
表
示
法 

第
５
条
（
不
当
な
表
示
の
禁
止
） 

不
当
な
表
示 

○優良誤認表示（５条１号） 

商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 

○有利誤認表示（５条２号） 

商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 

不実証広告規制（７条２項） 

 消費者庁長官は、措置命令に関し、商品・サービスの内容（効果、

性能）に関する優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある

場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を

示す資料の提出を求めることができる。 

⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が

表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められ

ない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。 

①商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のもの

よりも著しく優良であると示す表示 

①無果汁の清涼飲料水等についての表示 

②商品の原産国に関する不当な表示 

③消費者信用の融資費用に関する不当な表示 

④不動産のおとり広告に関する表示 

⑤おとり広告に関する表示 

⑥有料老人ホームに関する不当な表示 

①商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相

手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 

○商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認される

おそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示（５条３号） 

②商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違

して競争事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示

②商品・サービスの取引条件について、競争事業者に係るものより

も取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示



１ 

 

消 表 対 第 ６ ６ ４ 号 

平成３０年６月１３日 

 

 

キリンシティ株式会社 

代表取締役 江田 雄太 殿 

 

 

消費者庁長官 岡村 和美       

                            （公印省略） 

 

 

    不当景品類及び不当表示防止法第７条第１項の規定に基づく措置命令 

 

貴社は、貴社が運営する店舗において供給する別表「料理名」欄記載の２５料理（以下「本

件２５料理」という。）の取引について、それぞれ、不当景品類及び不当表示防止法（昭和

３７年法律第１３４号。以下「景品表示法」という。）第５条の規定により禁止されている

同条第１号に該当する不当な表示を行っていたので、同法第７条第１項の規定に基づき、次

のとおり命令する。 

 

１ 命令の内容 

⑴ 貴社は、貴社が一般消費者に提供する本件２５料理に係る表示に関して、次に掲げる

事項を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法につ

いては、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 

ア(ｱ) 貴社は、本件２５料理を一般消費者に提供するに当たり、例えば、「赤・黒ハー

フ＆ハーフ（大盛りを含む。）」と称する料理について、平成２７年１月１３日

から平成２８年６月７日までの間、ランチメニューにおいて、「コク深い味わい

の黒。」、「新一番搾りスタウト（黒生）を使用し、さらにコク深く、スパイシー

な味わいに生まれ変わった黒ビールカリー。」及び「赤・黒ハーフ＆ハーフ ￥８

７０(大盛り￥９７０）」と記載するなど、本件２５料理について、それぞれ、別

表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、

同表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、本件２５料理

に黒ビールを使用しているかのように示す表示をしていたこと。 

(ｲ) 実際には、本件２５料理について、それぞれ、別表「表示期間」欄記載の期間

において、黒ビールを使用していなかったこと。 

イ 前記ア(ｱ)の表示は、前記ア(ｲ)のとおりであって、本件２５料理の内容について、

それぞれ、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであ

  別添 



２ 

 

り、景品表示法に違反するものであること。 

⑵ 貴社は、今後、本件２５料理又はこれらと同種の料理の取引に関し、前記⑴アの表示

と同様の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員

及び従業員に周知徹底しなければならない。 

⑶ 貴社は、今後、本件２５料理又はこれらと同種の料理の取引に関し、前記⑴アの表示

と同様の表示を行うことにより、当該料理の内容について、一般消費者に対し、実際の

ものよりも著しく優良であると示す表示をしてはならない。 

⑷ 貴社は、前記⑴に基づいて行った周知徹底及び前記⑵に基づいてとった措置につい

て、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。 

 

２ 事実 

⑴ キリンシティ株式会社（以下「キリンシティ」という。）は、東京都中野区中野四丁

目１０番２号中野セントラルパークサウスに本店を置き、飲食業等を営む事業者であ

る。 

⑵ キリンシティは、自ら運営する店舗において本件２５料理を一般消費者に提供して

いるところ、本件２５料理に係る別表「表示媒体」欄記載の表示媒体の表示内容を自ら

決定している。 

⑶ア キリンシティは、本件２５料理を一般消費者に提供するに当たり、例えば、「赤・

黒ハーフ＆ハーフ（大盛りを含む。）」と称する料理について、平成２７年１月１３

日から平成２８年６月７日までの間、ランチメニューにおいて、「コク深い味わいの

黒。」、「新一番搾りスタウト（黒生）を使用し、さらにコク深く、スパイシーな味

わいに生まれ変わった黒ビールカリー。」及び「赤・黒ハーフ＆ハーフ ￥８７０(大

盛り￥９７０)」と記載するなど、本件２５料理について、それぞれ、別表「表示期

間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」

欄記載のとおり記載することにより、あたかも、本件２５料理に黒ビールを使用して

いるかのように示す表示をしていた。 

イ 実際には、本件２５料理について、それぞれ、別表「表示期間」欄記載の期間にお

いて、黒ビールを使用していなかった。 

 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、キリンシティは、自己の供給する本件２５料理の取引に関し、それ

ぞれ、本件２５料理の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良で

あると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択

を阻害するおそれがあると認められる表示をしていたものであり、これらの表示は、それ

ぞれ、景品表示法第５条第１号に該当するものであって、かかる行為は、それぞれ、同条

の規定に違反するものである。 



３ 

 

 

４ 法律に基づく教示 

⑴ 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８２条第１項の規定に基づく教示 

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第２条、第４条及び第１８条

第１項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った

日の翌日から起算して３か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をする

ことができる。 

（注） 行政不服審査法第１８条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、

処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、処分の

日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくな

る。 

⑵ 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 

訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第１１条第１項及

び第１４条第１項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して６か月以内に、国（代表者法務大臣）を被告として、この処分の取消しの訴えを提

起することができる。 

（注１） 行政事件訴訟法第１４条第２項の規定により、正当な理由があるときを除

き、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっ

ても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、この処分の取消し

の訴えを提起することができなくなる。 

（注２） 行政事件訴訟法第１４条第３項の規定により、正当な理由があるときを除

き、審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その

裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起すること

ができる。ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを

知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、その裁決の日の翌日か

ら起算して１年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することがで

きなくなる。  



４ 

 

別表 
番号 料理名 表示期間 表示媒体 表示内容 
１ 赤・黒ハーフ＆

ハーフ（大盛りを

含む。） 

平成２７年１月

１３日から平成

２８年６月７日

までの間 
 

ランチメ

ニュー 
 

 「コク深い味わいの黒。」

及び「新一番搾りスタウト

（黒生）を使用し、さらにコ

ク深く、スパイシーな味わい

に生まれ変わった黒ビールカ

リー。」と記載。 
 「赤・黒ハーフ＆ハーフ 

￥８７０(大盛り￥９７０)」

と記載。 
（別添写し１－１） 

平成２８年６月

８日から平成２

９年９月２５日

までの間 
 

 「コク深い味わいの黒、野

菜感じる旨味の赤。」及び

「一番搾りスタウト（黒生）

を使用し、コク深く、スパイ

シーな味わいの黒ビールカ

リー。」と記載。 
 「赤・黒ハーフ＆ハーフ 

￥８７０(Ⓛ大盛り￥９７

０)」と記載。 
（別添写し１－２） 

平成２７年１月

１３日から平成

２９年９月２５

日までの間 

自社ウェ

ブサイト 

 

 「コク深い味わいの黒」及

び「一番搾りスタウト（黒

生）を使用し、コク深く、ス

パイシーな味わいの黒ビール

カリー。」と記載。 
「赤・黒ハーフ＆ハーフ 

￥８７０ 大盛り ￥９７

０」と記載。 
（別添写し１－３） 

２ 赤・黒ハーフ＆

ハーフ サラダ付

（大盛りを含む。） 

平成２７年１月

１３日から同年

９月２日までの

間及び平成２８

年３月１６日か

ら同年６月７日

までの間 

ランチメ

ニュー 
 

 「コク深い味わいの黒。」

及び「新一番搾りスタウト

（黒生）を使用し、さらにコ

ク深く、スパイシーな味わい

に生まれ変わった黒ビールカ

リー。」と記載。 
 「赤・黒ハーフ＆ハーフ 

￥９６０(大盛り￥１，０６

０)サラダ付」と記載。 
（別添写し２－１） 

平成２８年６月

８日から平成２

９年９月２５日

までの間 

 「コク深い味わいの黒、野

菜感じる旨味の赤。」及び

「一番搾りスタウト（黒生）

を使用し、コク深く、スパイ

シーな味わいの黒ビールカ

リー。」と記載。 



５ 

 

番号 料理名 表示期間 表示媒体 表示内容 
 「赤・黒ハーフ＆ハーフ 

サラダ付￥９６０(Ⓛ大盛り

￥１，０６０)」と記載。 
（別添写し２－２） 

３ 赤・黒ハーフ＆

ハーフ スープ付

（大盛りを含む。） 

平成２７年１月

１３日から平成

２８年６月７日

までの間 

ランチメ

ニュー 
 

 「コク深い味わいの黒。」

及び「新一番搾りスタウト

（黒生）を使用し、さらにコ

ク深く、スパイシーな味わい

に生まれ変わった黒ビールカ

リー。」と記載。 
 「赤・黒ハーフ＆ハーフ 

￥９６０(大盛り￥１，０６

０)スープ付」と記載。 
（別添写し３－１） 

平成２８年６月

８日から平成２

９年９月２５日

までの間 

 「コク深い味わいの黒、野

菜感じる旨味の赤。」及び

「一番搾りスタウト（黒生）

を使用し、コク深く、スパイ

シーな味わいの黒ビールカ

リー。」と記載。 
 「赤・黒ハーフ＆ハーフ 

スープ付￥９６０(Ⓛ大盛り

￥１，０６０)」と記載。 
（別添写し３－２） 

４ 赤・黒ハーフ＆

ハーフ（サラダ

ビュッフェ付き）

（大盛りを含む。） 

平成２９年１月

２５日から同年

９月２５日まで

の間 

ランチメ

ニュー 

 「赤・黒ハーフ＆ハーフ 

黒ビールカリーと赤ワインハ

ヤシが半々で楽しめる人気メ

ニュー ￥１，１８０(Ⓛ大

盛り￥１，２８０)」と記

載。 
（別添写し４－２） 

５ “こがね鶏”のチ

キンカツカリー

（大盛りを含む。） 

平成２７年１月

１３日から平成

２８年６月７日

までの間 
 

ランチメ

ニュー 
 

 「コク深い味わいの黒。」

及び「新一番搾りスタウト

（黒生）を使用し、さらにコ

ク深く、スパイシーな味わい

に生まれ変わった黒ビールカ

リー。」と記載。 
 「“こがね鶏”のチキンカ

ツカリー ￥９７０(大盛り

￥１，０７０)」と記載。 
（別添写し１－１） 

平成２８年６月

８日から平成２

９年９月２５日

までの間 
 

 「コク深い味わいの黒、野

菜感じる旨味の赤。」及び

「一番搾りスタウト（黒生）

を使用し、コク深く、スパイ



６ 

 

番号 料理名 表示期間 表示媒体 表示内容 
シーな味わいの黒ビールカ

リー。」と記載。 
 「“こがね鶏”のチキンカ

ツカリー ￥９７０(Ⓛ大盛

り￥１，０７０)」と記載。 
（別添写し１－２） 

６  “こがね鶏”のチ

キンカツカリー 

サラダ付（大盛り

を含む。） 

平成２７年１月

１３日から同年

９月２日までの

間 

ランチメ

ニュー 
 

 「コク深い味わいの黒。」

及び「新一番搾りスタウト

（黒生）を使用し、さらにコ

ク深く、スパイシーな味わい

に生まれ変わった黒ビールカ

リー。」と記載。 
 「“こがね鶏”のチキンカ

ツカリー ￥１，０６０(大

盛り￥１，１６０)サラダ

付」と記載。 
（別添写し２－１） 

平成２８年６月

８日から平成２

９年９月２５日

までの間 

 「コク深い味わいの黒、野

菜感じる旨味の赤。」及び

「一番搾りスタウト（黒生）

を使用し、コク深く、スパイ

シーな味わいの黒ビールカ

リー。」と記載。 
 「“こがね鶏”のチキンカ

ツカリー サラダ付￥１，０

６０(Ⓛ大盛り￥１，１６

０)」と記載。 
（別添写し２－２） 

７  “こがね鶏”のチ

キンカツカリー 

スープ付（大盛り

を含む。） 

平成２７年１月

１３日から平成

２８年６月７日

までの間 

 

ランチメ

ニュー 
 「コク深い味わいの黒。」

及び「新一番搾りスタウト

（黒生）を使用し、さらにコ

ク深く、スパイシーな味わい

に生まれ変わった黒ビールカ

リー。」と記載。 
 「“こがね鶏”のチキンカ

ツカリー ￥１，０６０(大

盛り￥１，１６０)スープ

付」と記載。 
（別添写し３－１） 

平成２８年６月

８日から平成２

９年１月２４日

までの間及び同

年６月２４日か

ら同年９月２５

日までの間 

 「コク深い味わいの黒、野

菜感じる旨味の赤。」及び

「一番搾りスタウト（黒生）

を使用し、コク深く、スパイ

シーな味わいの黒ビールカ

リー。」と記載。 
 「“こがね鶏”のチキンカ

ツカリー スープ付￥１，０



７ 

 

番号 料理名 表示期間 表示媒体 表示内容 
６０(Ⓛ大盛り￥１，１６

０)」と記載。 
（別添写し３－２） 

８ 黒ビールカリー

（大盛りを含む。） 
平成２７年１月

１３日から平成

２８年６月７日

までの間 
 

ランチメ

ニュー 
 

 「コク深い味わいの黒。」

及び「新一番搾りスタウト

（黒生）を使用し、さらにコ

ク深く、スパイシーな味わい

に生まれ変わった黒ビールカ

リー。」と記載。 
 「一番搾りスタウト使用」

及び「黒ビールカリー ￥８

７０(大盛り￥９７０)」と記

載。 
（別添写し１－１） 

平成２８年６月

８日から平成２

９年９月２５日

までの間 
 

「コク深い味わいの黒、野

菜感じる旨味の赤。」及び

「一番搾りスタウト（黒生）

を使用し、コク深く、スパイ

シーな味わいの黒ビールカ

リー。」と記載。 
 「◎一番搾りスタウト使

用」及び「黒ビールカリー 

￥８７０(Ⓛ大盛り￥９７

０)」と記載。 
（別添写し１－２） 

平成２７年１月

１３日から平成

２９年９月２５

日までの間 

自社ウェ

ブサイト 

 

 「コク深い味わいの黒」及

び「一番搾りスタウト（黒

生）を使用し、コク深く、ス

パイシーな味わいの黒ビール

カリー。」と記載。 
「黒ビールカリー（一番搾

りスタウト使用） ￥８７０

大盛り ￥９７０」と記載。

（別添写し１－３） 
平成２８年１月

２９日から同年

２月５日までの

間 

チラシ 
 

 「黒ビールカリー５００

円！！」、「一番搾りスタウト

使用」及び「一番搾りスタウ

ト〈黒生〉を使用し、コク深

くスパイシーな味わいの黒

ビールカリー！ビアレストラ

ンならではのひと皿を味わっ

ていただきたく、この度５０

０円でご用意いたします！

（平日２０食限定）この機会

にぜひ一度お試しくださ

い！！」と記載。 
（別添写し１－４） 



８ 

 

番号 料理名 表示期間 表示媒体 表示内容 
９ 黒ビールカリー 

サラダ付（大盛り

を含む。） 

平成２７年１月

１３日から同年

９月２日までの

間及び平成２８

年３月１６日か

ら同年６月７日

までの間 

ランチメ

ニュー 
 

 「コク深い味わいの黒。」

及び「新一番搾りスタウト

（黒生）を使用し、さらにコ

ク深く、スパイシーな味わい

に生まれ変わった黒ビールカ

リー。」と記載。 
 「一番搾りスタウト使用」

及び「黒ビールカリー ￥９

６０(大盛り￥１，０６０)サ

ラダ付」と記載。 
（別添写し２－１） 

平成２８年６月

８日から平成２

９年９月２５日

までの間 

「コク深い味わいの黒、野

菜感じる旨味の赤。」及び

「一番搾りスタウト（黒生）

を使用し、コク深く、スパイ

シーな味わいの黒ビールカ

リー。」と記載。 
 「◎一番搾りスタウト使

用」及び「黒ビールカリー 

サラダ付￥９６０(Ⓛ大盛り

￥１，０６０)」と記載。 
（別添写し２－２） 

１０ 黒ビールカリー 

スープ付（大盛り

を含む。） 

平成２７年１月

１３日から平成

２８年６月７日

までの間 

ランチメ

ニュー 
 

 「コク深い味わいの黒。」

及び「新一番搾りスタウト

（黒生）を使用し、さらにコ

ク深く、スパイシーな味わい

に生まれ変わった黒ビールカ

リー。」と記載。 
 「一番搾りスタウト使用」

及び「黒ビールカリー ￥９

６０(大盛り￥１，０６０)

スープ付」と記載。 
（別添写し３－１） 

平成２８年６月

８日から平成２

９年９月２５日

までの間 

「コク深い味わいの黒、野

菜感じる旨味の赤。」及び

「一番搾りスタウト（黒生）

を使用し、コク深く、スパイ

シーな味わいの黒ビールカ

リー。」と記載。 
 「◎一番搾りスタウト使

用」及び「黒ビールカリー 

スープ付￥９６０(Ⓛ大盛り

￥１，０６０)」と記載。 
（別添写し３－２） 

１１ 黒ビールカリー

（サラダビュッ

フェ付き） 

平成２７年１月

１３日から平成

ランチメ

ニュー 
 

「黒ビールカリー ￥１，

２８０」と記載。 
（別添写し４－１） 



９ 

 

番号 料理名 表示期間 表示媒体 表示内容 
２９年１月２４

日までの間 
１２ ビアレストランの

黒ビールカリー

（サラダビュッ

フェ付き）（大盛り

を含む。） 

平成２９年１月

２５日から同年

９月２５日まで

の間 

ランチメ

ニュー 
 

「ビアレストランの黒ビー

ルカリー 黒ビールでコトコ

ト煮込んだコク深いビーフカ

リー。ビアレストランならで

はの味わい！ ￥１，１８０

(Ⓛ大盛り￥１，２８０)」と

記載。 
（別添写し４－２） 

平成２９年１月

２５日から同年

９月２５日まで

の間 

ポスター 
 

 「ビアレストランの黒ビー

ルカリー ￥１，１８０」と

記載。 
（別添写し４－３） 

１３ １０種野菜の黒

ビールカリー（大

盛りを含む。） 

平成２７年１月

１３日から平成

２８年６月７日

までの間 
 

ランチメ

ニュー 
 

 「コク深い味わいの黒。」

及び「新一番搾りスタウト

（黒生）を使用し、さらにコ

ク深く、スパイシーな味わい

に生まれ変わった黒ビールカ

リー。」と記載。 
 「１０種野菜の黒ビールカ

リー ￥９７０(大盛り

￥１，０７０)」と記載。 
（別添写し１－１） 

平成２８年６月

８日から平成２

９年９月２５日

までの間 
 

 「コク深い味わいの黒、野

菜感じる旨味の赤。」及び

「一番搾りスタウト（黒生）

を使用し、コク深く、スパイ

シーな味わいの黒ビールカ

リー。」と記載。 
 「１０種野菜の黒ビールカ

リー ￥９７０(Ⓛ大盛り

￥１，０７０)」と記載。 
（別添写し１－２） 

１４ １０種野菜の黒

ビールカリー サ

ラダ付（大盛りを

含む。） 

平成２７年１月

１３日から同年

９月２日までの

間及び平成２８

年３月１６日か

ら同年６月７日

までの間 

ランチメ

ニュー 
 

 「コク深い味わいの黒。」

及び「新一番搾りスタウト

（黒生）を使用し、さらにコ

ク深く、スパイシーな味わい

に生まれ変わった黒ビールカ

リー。」と記載。 
 「１０種野菜の黒ビールカ

リー ￥１，０６０(大盛り

￥１，１６０)サラダ付」と

記載。 
（別添写し２－１） 



１０ 

 

番号 料理名 表示期間 表示媒体 表示内容 
平成２８年６月

８日から平成２

９年７月２５日

までの間 

 「コク深い味わいの黒、野

菜感じる旨味の赤。」及び

「一番搾りスタウト（黒生）

を使用し、コク深く、スパイ

シーな味わいの黒ビールカ

リー。」と記載。 
 「１０種野菜の黒ビールカ

リー サラダ付￥１，０６０

(Ⓛ大盛り￥１，１６０)」と

記載。 
（別添写し２－２） 

１５ １０種野菜の黒

ビールカリー 

スープ付（大盛り

を含む。） 

平成２７年１月

１３日から平成

２８年６月７日

までの間 

ランチメ

ニュー 
 

 「コク深い味わいの黒。」

及び「新一番搾りスタウト

（黒生）を使用し、さらにコ

ク深く、スパイシーな味わい

に生まれ変わった黒ビールカ

リー。」と記載。 
 「１０種野菜の黒ビールカ

リー ￥１，０６０(大盛り

￥１，１６０)スープ付」と

記載。 
（別添写し３－１） 

平成２９年１月

２５日から同年

７月２５日まで

の間 

 「コク深い味わいの黒、野

菜感じる旨味の赤。」及び

「一番搾りスタウト（黒生）

を使用し、コク深く、スパイ

シーな味わいの黒ビールカ

リー。」と記載。 
 「１０種野菜の黒ビールカ

リー スープ付￥１，０６０

(Ⓛ大盛り￥１，１６０)」と

記載。 
（別添写し３－２） 

１６ オム黒ビールカ

リー（大盛りを含

む。） 

平成２７年１月

１３日から平成

２８年６月７日

までの間 

ランチメ

ニュー 
 

「オム黒ビールカリー 

￥９４０(大盛り￥１，０９

０)」と記載。 
（別添写し１－１） 

平成２８年６月

８日から平成２

９年９月２５日

までの間 

「オム黒ビールカリー 

￥９４０(Ⓛ大盛り￥１，１

４０)」と記載。 
（別添写し１－２） 

１７ オム黒ビールカ

リー サラダ付

（大盛りを含む。） 

平成２９年１月

２５日から同年

９月２５日まで

の間 

ランチメ

ニュー 
 

「オム黒ビールカリー サ

ラダ付￥１，０３０(Ⓛ大盛

り￥１，２３０)」と記載。 
（別添写し２－２） 



１１ 

 

番号 料理名 表示期間 表示媒体 表示内容 
１８ オム黒ビールカ

リー（サラダ

ビュッフェ付き） 

平成２８年３月

３日から平成２

９年１月２４日

までの間 

ランチメ

ニュー 
 

「オム黒ビールカリー 

￥１，３５０」と記載。 
（別添写し４－１） 

１９ 黒ビールカリーの

オムライス（サラ

ダビュッフェ付

き）（大盛りを含

む。） 

平成２９年１月

２５日から同年

９月２５日まで

の間 

ランチメ

ニュー 
 

「黒ビールカリーのオムラ

イス トロトロ卵のオムライ

スと、ビアレストランの黒

ビールカリーがコラボレー

ション！ ￥１，２８０(Ⓛ

大盛り￥１，４８０)」と記

載。 
（別添写し４－２） 

２０ 黒ビールカリーピ

ザ 
平成２９年１月

２５日から同年

９月２５日まで

の間 

ランチメ

ニュー 
 

 「黒ビールカリーピザ 

￥８８０」と記載。 
（別添写し１－２） 

２１ スパイス香る黒

ビール仕込みの牛

スジドライカレー 

単品 

平成２９年１月

１０日から同年

３月３１日まで

の間 

高田馬場

店個店メ

ニュー 
 

「スパイス香る黒ビール仕

込みの牛スジドライカレー 

単品８８０円」と記載。 

（別添写し５） 
２２ スパイス香る黒

ビール仕込みの牛

スジドライカレー 

ご馳走ビールセッ

ト 

平成２９年１月

１０日から同年

３月３１日まで

の間 

高田馬場

店個店メ

ニュー 
 

「スパイス香る黒ビール仕

込みの牛スジドライカレー 

ご馳走ビールセット１，３０

０円」と記載。 

（別添写し５） 

２３ スパイス香る黒

ビール仕込みの牛

スジドライカレー 

メガご馳走ビール

セット 

平成２９年１月

１０日から同年

３月３１日まで

の間 

高田馬場

店個店メ

ニュー 
 

「スパイス香る黒ビール仕

込みの牛スジドライカレー 

メガご馳走ビールセット１，

８００円」と記載。 

（別添写し５） 

２４ 黒ビールカリーの

ドリア 
平成２７年２月

４日から同年４

月７日までの間

ランチメ

ニュー 
 

「黒ビールカリーのドリア

￥８６０」と記載。 

（別添写し１－１） 

２５ ごろごろ野菜の黒

カリーココット 
平成２７年３月

１８日から同年

９月１５日まで

の間 

グランド

メニュー 
 

「ごろごろ野菜の黒カリー

ココット ￥７３０ 一番搾

りスタウト使用、黒ビールカ

リーが引きだす野菜の甘味、

バゲットとぜひ！」と記載。

（別添写し６） 
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別添写し６ 

 

 

 

 


